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人間社会では・・・・近年の感染症流行
マスク着用、手洗、消毒の徹
底等の｢基本的な予防措置の重
要性」を皆が認識

人工ふ化放流の現場においても，まずは病原体の魚への
感染リスクを下げるための｢基本的な予防措置｣が重要

｢基本的な予防措置｣を怠ると、
社会的・道義的責任を問われる
ことにもなりかねない

防疫対策の重要性



・全数殺処分→４年後の資源に大きな影響
・不幸にも発生源になったとき、防疫措置を全く講じていな

かったら、批判のマトになる

防疫対策の重要性
｢特定疾病｣ 国内における発生が確認されておらず、又は国内の一部のみ

に発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん
延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれが
あるものとして農林水産省令で定めるもの

管理している魚がこれらの病気にかかった場合，都道府県知事
から，その魚の移動の制限・禁止や，焼却・埋却処分を命令さ
れる可能性がある（同法第八条）。

サケでの発生例：2015年に発生したレッドマウス病
→発生したふ化場で飼育中のサケ稚魚を全数殺処分し、まん延を防止

国内で最初の発生例：2003年に発生したコイヘルペス病
→初期対応の遅れで全国にまん延、大きな被害
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パターン1：垂直感染
魚類における２つの病原体感染パターン

パターン2：水平感染

感染した親魚から子（卵）へ病原体が伝播

感染した魚から放出された病原体が、他の個体へ伝播



垂直感染対応策
ふ化放流の現場で実施されている防疫対策

◯発眼卵のヨード剤消毒
・卵の表面に付着した病原体を殺菌

↓Upgrade
◯受精直後卵のヨード剤消毒
・受精直後卵（吸水後）のタイミングで殺菌
を実施（発眼卵より早期に消毒、ただし
種卵の扱いはより慎重に行う必要あり）

◯未受精卵の等張液洗卵
・受精前の卵の表面を洗い流すことにより、
病原体が卵内に侵入するリスクを低減

※BKD（細菌性腎臓病）や冷水病の原因菌は、卵
内に侵入することが分かっている。



垂直感染対応策
ふ化放流の現場で実施されている防疫対策

◯受精卵の吸水前消毒
・受精後未吸水の状態の卵に対し、
ヨード剤消毒を実施

・未受精卵の等張液洗卵を併用
・垂直感染対策として、現段階で取り
うる最良の方法

※ただし、採卵数が多い現場の作業工程に
組み入れることは容易ではない。



水平感染対応策
ふ化放流の現場で実施されている防疫対策

◯管理施設の消毒
・親魚の蓄養に使用した池は、稚魚の
飼育に使用する前に一度消毒

・１シーズン使用した池やふ化槽は、
次シーズン開始前に一度消毒

◯踏み込み消毒槽の設置
・施設の外から病原体が侵入するのを
防止

◯使用した器具の消毒
・池から他の池へ病原体が移動する媒
体となる可能性があるため



水平感染対応策
ふ化放流の現場で実施されている防疫対策

⚠現状では対策が進んでいない｢採卵廃液｣の問題
◯ウイルスや細菌を保菌した魚（キャリア）が最終成熟をむか
え体腔液などが生産されると，そこに病原体が出現する（吉
水 2012）

○採卵作業では、採卵台で親魚の腹から卵を取
り出す際、体腔液や血液などの｢採卵廃液｣が
排出される

現状では、病原体が含まれる可能性のある採卵廃液が、
そのまま採卵場の床などに飛散し、河川へ流出している。
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未感染魚へ感染

採卵場

採卵廃液が河
川に流出

現状では常に感染リスクに晒される悪循環

採卵廃液処理の必要性

採卵廃液

感染魚から採卵



感染魚から採卵採卵場

廃液の消毒で感染のリスクの悪循環を断絶！

未感染魚への
感染防止

採卵廃液処理の必要性

採卵廃液を
消毒処理

採卵廃液
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採卵廃液の処理方法の検討
現場へ実装するための処理方法の検討ポイント

①簡便であること（=採卵工程に影響を及ぼさない）

→採卵廃液を飛散させないようにストックしておき、
採卵終了後に一括して処理を行う

①・②を踏まえ、具体的な処理方法を検討

➁安全性が高いこと（=人体や環境への影響が低い）

→食品添加物としても使用される｢次亜塩素酸ナトリ
ウム｣を使用する



方法1

方法2 すり鉢構造の採卵台を作成し大型容器に廃液を溜める

採卵台の下の作業台に穴をあけ、落ちる廃液をバケツで
受ける

採卵廃液の処理方法の検討
採卵廃液を飛散させないようにストックする方法



１）消毒するための有効塩素濃度の検証

採卵廃液の処理方法の検討
次亜塩素酸ナトリウムを用いた廃液の消毒方法

1,000 ppm区 95.560 ％
5,000 ppm区 99.852 ％

10,000 ppm区 99.867 ％
100,000 ppm区 99.999 ％

試験区分 殺菌率 実施月日
添加後

処理時間

1,000 ppm 89.17 ％
5,000 ppm 100.00 ％

10,000 ppm 100.00 ％
1,000 ppm 80.00 ％
5,000 ppm 99.90 ％

10,000 ppm 100.00 ％
1,000 ppm 71.88 ％
5,000 ppm 99.84 ％

10,000 ppm 99.70 ％
2021/11/29 5分

殺菌率   試験区分

10分2021/9/30

2021/11/9 5分

※場所と時期を変え、延べ4回の消毒試験を実施
※使用した製品：ポロナックSQ（道都化学産業㈱、有効塩素12-13％）

試験1：2020年西別採卵場（大本・川名2022） 試験2：2021年千歳採卵場（未発表）

いずれの試験においても、濃度5,000ppm以上で
10分以内に99％以上の殺菌率



２）処理後の残留塩素濃度の時系列変化の把握

採卵廃液の処理方法の検討
次亜塩素酸ナトリウムを用いた廃液の消毒方法

※殺菌効果の持続時間＝安全に排出出来る濃度まで低下する時間の把握

濃度の低下速度は廃液の温度で変わるが、今回の検証ではいずれ
も60分以内で検出限界（0.02ppm）以下まで低下

試験1：2020年西別採卵場（大本・川名2022） 試験2：2021年千歳採卵場（未発表）



①採卵廃液の採卵舎内への飛散を防ぐため、採卵台の工夫等に
より、廃液を容器にストックする。

採卵廃液の処理方法の検討
検証結果に基づく処理方法のまとめ

②ストックした廃液に、5,000ppm以上の濃度となるよう次亜
塩素酸ナトリウム（ポロナックSQ)を添加し、消毒処理する。

③原則として、次亜塩素酸ナトリウム添加後、殺菌効果が無
くなり、残留塩素濃度が十分低下すると思われる60分程度
処理を行う。

※採卵終了後、採卵舎で吸水させるのにかかる時間が丁度60分なので、その間を利用し消毒
処理を行うのが効率的（大本・川名 2022)

④処理が終了した廃液は、残留塩素濃度が十分に低下したこ
とを確認した上で、大量の水とともに排出する。

※残留塩素濃度の低下を確認するために、簡易的な計測機器を利用する方法もある。確認が
出来ず不安な場合は、チオ硫酸ナトリウム5水和物（通称ハイポ）を用いて中和する。

（参考）水道水中の塩素濃度は0.1ppm以上と定められている。



採卵廃液の処理方法の検討
工夫された採卵台の例

例1：尻別採卵場・遊楽部採卵場

例2：根室採卵場

例3：伊茶仁採卵場



採卵廃液の処理方法の検討
実際の処理作業に当たっての注意事項

◯次亜塩素酸ナトリウムを扱う際には、目や
皮膚への付着を防ぐため、保護メガネ及び
手袋を着用して下さい。

◯作業中に誤って次亜塩素酸ナトリウム原液
をこぼしてしまった場合に備え、予め中和
用のチオ硫酸ナトリウム5水和物溶液を用
意しておくことをお勧めします。

採卵廃液処理の実施を検討いただく際には、まずは最寄りの水研
機構さけます部門技術普及担当部署にご相談下さい。



ご静聴ありがとうございました。

引用文献

吉水 守. 2012. 魚類ウイルス病とその防疫・防除に関する研究. 日水誌 78:358-367

大本謙一・川名守彦. 2022. サケ・マス採卵場における採卵廃液処理のすすめ. 
SALMON情報 No.16:23-24


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23

